
入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030001
事務の名称 国民健康保険資格管理異動事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 国健康保険資格取得・喪失等の資格異動情報の管理及び被保険者証の交付

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法、国民健康保険法施行令、玉川村国民健康保険条例

個人情報の対象者の
範囲

国民健康保険の資格異動対象者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月4日
番号法別表1の項番 30 番号法主務省令の条項号 第24条第1号
番号法別表1の事務
名

30_国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

一　国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による被保険者に係る申請等（申請、届出又は申出をい
う。以下この号において同じ。）の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関
する事務

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村国民健康保険条例

条例等改正の必要性 有
条例等の改正内容 国民健康保険法施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 住民台帳システム 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 国民健康保険被保険者台帳

添付書類名 健康保険証の写し、健康保険資格喪失証明書の写し、住民異動届等の国保異動事務に関する書類

入力者名 大竹義紀 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

税務課 第1号（法
令又は条
例）

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行規則

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴

26 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 所得・収入

29 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 公的扶助受
給

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄

42 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 婚姻



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030002
事務の名称 国民健康保険の療養給付事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 各種療養給付金の支給

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法、国民健康保険法施行令、国民健康保険法施行規則、玉川村国民健康保険条例、玉川村国民
健康保険給付規則

個人情報の対象者の
範囲

国民健康保険の給付申請対象者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月4日
番号法別表1の項番 30 番号法主務省令の条項号 第24条第3号
番号法別表1の事務
名

30_国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

三　国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村国民健康保険条例、玉川村国民健康保険給付規則

条例等改正の必要性 有
条例等の改正内容 国民健康保険施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 住民台帳システム 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 国民健康保険総合システム

添付書類名

入力者名 大竹義紀 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
2 ○ 個人情報の

収集方法
本人以外 同一実施機

関内
同一実施機
関内

税務課 第1号（法
令又は条
例）

国民健康保
険法、国民
健康保険施
行規則

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

17 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 印影

26 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 所得・収入

29 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 公的扶助受
給

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030003
事務の名称 高齢受給者証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法、国民健康保険法施行令、国民健康保険法施行規則、玉川村国民健康保険条例

個人情報の対象者の
範囲

国民健康保険の高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠 第5号（同一実施機関内で利用又
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

福島県

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月22日
番号法別表1の項番 30 番号法主務省令の条項号 第24条第2号
番号法別表1の事務
名

30_国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

二　国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、特定疾
病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務（前
号に掲げるものを除く。）

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村国民健康保険条例

条例等改正の必要性 有
条例等の改正内容 国民健康保険法施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 住民台帳システム 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 国民健康保険被保険者台帳

添付書類名

入力者名 大竹義紀 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
2 ○ 個人情報の

収集方法
本人以外 同一実施機

関内
同一実施機
関内

税務課 第1号（法
令又は条
例）

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行規則

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

26 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 所得・収入

29 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 公的扶助受
給

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030004
事務の名称 国民健康保険特定疾病医療受療証交付事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 国民健康保険特定疾病医療療領証の交付

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法、国民健康保険法施行令、玉川村国民健康保険条例

個人情報の対象者の
範囲

被保険者のうち厚生労働大臣が指定する特定疾病該当者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月6日
番号法別表1の項番 30 番号法主務省令の条項号 第24条第2号
番号法別表1の事務
名

30_国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

二　国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、特定疾
病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務（前
号に掲げるものを除く。）

対象者数 30人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性 なし
条例等の改正内容

システムの名称 住民台帳システム 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 国民健康保険被保険者台帳

添付書類名 特定疾病認定のための医師の証明書又は健康保険特定疾病受療証の写し

入力者名 大竹義紀 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
2 ○ 個人情報の

収集方法
本人以外 同一実施機

関内
同一実施機
関内

税務課 第1号（法
令又は条
例）

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行規則

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

26 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 所得・収入

29 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 公的扶助受
給

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030005
事務の名称 国民健康保険葬祭費支給事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 国民健康保険加入者の死亡により葬祭を行った者に葬祭費を支給

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法、玉川村国民健康保険条例、玉川村国民健康保険給付規則

個人情報の対象者の
範囲

国民健康保険加入者及び喪主

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月7日
番号法別表1の項番 30 番号法主務省令の条項号 第24条第3号
番号法別表1の事務
名

30_国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

三　国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務

対象者数 30人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性 なし
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性 なし
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 大竹義紀 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
9 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030006
事務の名称 国民健康保険出産育児一時金支給事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 国民健康保険加入者が出産した時は出産育児一時金を世帯主に支給

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法、国民健康保険施行令、玉川村国民健康保険条例、玉川村国民健康保険給付規則

個人情報の対象者の
範囲

国民健康保険加入者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月7日
番号法別表1の項番 30 番号法主務省令の条項号 第24条第3号
番号法別表1の事務
名

30_国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

三　国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務

対象者数 30人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性 なし
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 大竹義紀 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
9 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030007
事務の名称 第三者行為求償事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 第三者行為に関する求償事務

事務・業務の根拠法
令等

民法、自動車損害賠償保障法、国民健康保険法、国民健康保険施行規則、玉川村市国民健康保険条例

個人情報の対象者の
範囲

被保険者のうち、第三者行為（交通事故等）による損害賠償求償事務対象者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠 第1号（法令又は条例）
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

国民健康保険法第64条第3項　国民健康保険団体連合会

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月22日
番号法別表1の項番 30 番号法主務省令の条項号 第24条第3号
番号法別表1の事務
名

30_国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

三　国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務

対象者数 30人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村国民健康保険条例、玉川村国民健康保険給付規則

条例等改正の必要性 なし
条例等の改正内容 国民健康保険法施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性 なし
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名 診療報酬明細書、第三者行為による被害届、念書、誓約書、事故発生状況報告書、事故証明書

入力者名 大竹義紀 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
4 ○ 個人情報の

収集方法
本人以外 国・他の地

方公共団体
国・他の地
方公共団体

国民健康保
険団体連合
会

第1号（法
令又は条
例）

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行規則

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030008
事務の名称 国民健康保険運営協議会事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 協議会委員の委嘱に関する事務

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法･国民健康保険法施行令･玉川村国民健康保険条例

個人情報の対象者の
範囲

協議会委員

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月22日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 30人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 大竹義紀 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
3 ○ 個人情報の

収集方法
本人以外 他の実施機

関
他の実施機
関

議会事務局 第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴

21 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 地位



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030010
事務の名称 国民健康保険人間ドック
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 玉川村国民健康保険人間ドックの事務を適正に行う

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

国民健康保険加入の34歳、37歳、40歳、43歳、46歳、49歳、52歳、55歳、58歳、61歳、64歳、67歳

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月23日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 100人以上500人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 廣瀬亜紀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
9 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030011
事務の名称 特定健康診査
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 40歳以上75歳未満の玉川村国民健康保険被保険者に係る特定健康診査

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

40歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月23日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 廣瀬亜紀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
9 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

47 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 趣味・嗜好



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030012
事務の名称 特定保健指導
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 40歳以上75歳未満の玉川村国民健康保険被保険者を対象とした特定健康診査受診者のうち、メタボリックシンド

ロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣改善のための保健指導を行う

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

40歳以上75歳未満の玉川村国民健康保険被保険者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月23日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 廣瀬亜紀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
9 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

47 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 趣味・嗜好



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030020
事務の名称 後期高齢者医療資格管理事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 被保険者証交付及び年度更新のため資格取得、喪失等資格情報の管理を行う。

事務・業務の根拠法
令等

高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

後期高齢者医療保険被保険者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成20年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月24日
番号法別表1の項番 59 番号法主務省令の条項号 第46条第1号・第2号
番号法別表1の事務
名

59_高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

一　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）による被保険者に係る申請等（申請、届出
又は申出をいう。以下この号において同じ。）の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対
する応答に関する事務二　高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾
病療養受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務（前号に掲げるものを除く。）

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村後期高齢者医療に関する条例

条例等改正の必要性 有
条例等の改正内容 玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 後期高齢者医療事務支援システム 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等 条例改正は、平成27年度下半期に実施。

個人情報ファイル名 広域連合標準システム、事務支援システム

添付書類名 身体障害者手帳等の写し（障害認定）　後期高齢者医療負担区分等証明書（広域外転入）

入力者名 大竹絵美子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

住民課住民
係、税務
課、健康福
祉課社会福
祉係

　第1号
（法令又は
条例）

高齢者の医
療の確保に
関する法律

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

福島県後期
高齢者医療
広域連合、
他の市町村

第1号（法
令又は条
例）

高齢者の医
療の確保に
関する法律

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

26 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 所得・収入

36 ○ 一般的取扱
事項

心身 障害



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030021
事務の名称 後期高齢者医療基準収入額適用申請事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 自己負担の割合が３割と判定されたが、収入要件を満たしている被保険者に１割の被保険者証を交付するため

事務・業務の根拠法
令等

高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

被保険者のうち、自己負担の割合が３割と判定されたが、収入要件を満たしている被保険者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成20年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月24日
番号法別表1の項番 59 番号法主務省令の条項号 第46条　第1号
番号法別表1の事務
名

59_高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

一　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）による被保険者に係る申請等（申請、届出
又は申出をいう。以下この号において同じ。）の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対
する応答に関する事務

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村後期高齢者医療に関する条例

条例等改正の必要性 なし
条例等の改正内容 玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 後期高齢者医療事務支援システム 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等 条例改正は、平成27年度下半期に実施。

個人情報ファイル名 広域連合標準システム

添付書類名 確定申告書等の写し

入力者名 大竹絵美子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

税務課 第1号（法
令又は条
例）

高齢者の医
療の確保に
関する法律

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

福島県後期
高齢者医療
広域連合

第1号（法
令又は条
例）

高齢者の医
療の確保に
関する法律

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

26 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 所得・収入



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030022
事務の名称 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証申請に係る審査・交付のため

事務・業務の根拠法
令等

高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

後期高齢者医療被保険者のうち住民税非課税世帯に属する者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成20年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月24日
番号法別表1の項番 59 番号法主務省令の条項号 第46条第2号
番号法別表1の事務
名

59_高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

二　高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証又は限度
額適用・標準負担額減額認定証に関する事務（前号に掲げるものを除く。）

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村後期高齢者医療に関する条例

条例等改正の必要性 有
条例等の改正内容 玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 広域連合標準システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等 条例改正は、平成27年度下半期に実施。

個人情報ファイル名 広域連合標準システム

添付書類名

入力者名 大竹 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
2 ○ 個人情報の

収集方法
本人以外 同一実施機

関内
同一実施機
関内

税務課 第1号（法
令又は条
例）

高齢者の医
療の確保に
関する法律

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

26 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 所得・収入



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030023
事務の名称 後期高齢者医療特定疾病療養受領証交付事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 後期高齢者医療特定疾病療養受療証申請に係る審査・交付のため

事務・業務の根拠法
令等

高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

被保険者のうち厚生労働大臣が指定する特定疾病該当者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成20年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月27日
番号法別表1の項番 59 番号法主務省令の条項号 第46条第2号
番号法別表1の事務
名

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

二　高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証又は限度
額適用・標準負担額減額認定証に関する事務（前号に掲げるものを除く。）

対象者数 30人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村後期高齢者医療に関する条例

条例等改正の必要性
条例等の改正内容 玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 広域連合標準システム 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等  条例改正は、平成27年度下半期に実施。

個人情報ファイル名 広域連合標準システム

添付書類名 後期高齢者医療特定疾病認定のための医師（歯科医師）の証明書

入力者名 大竹絵美子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030024
事務の名称 後期高齢者医療給付事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 後期高齢者医療の被保険者に係る療養費、高額療養費等を支給するため

事務・業務の根拠法
令等

高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

後期高齢者医療の被保険者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成20年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月24日
番号法別表1の項番 59 番号法主務省令の条項号 第46条第3号
番号法別表1の事務
名

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

三　高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村後期高齢者医療に関する条例

条例等改正の必要性
条例等の改正内容 玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 広域連合標準システム 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 なし
番号法対応方針等 条例改正は、平成27年度下半期に実施。

個人情報ファイル名 広域連合標準システム

添付書類名 医師の診断書、領収書、診療報酬明細書等（療養費）申立書、申立書、同意書等（高額）（高額介護合算)

入力者名 大竹絵美子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
本人から収
集

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

転入前市町
村及び県外
からの場合
その市町村
が加わって
いる広域連
合（高額介
護合算の場
合）,福島
県後期高齢
者医療広域
連合

第1号（法
令又は条
例）

高齢者の医
療の確保に
関する法律

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030025
事務の名称 後期高齢者医療第三者行為求償事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 後期高齢者医療第三者請求行為に関する事務（第三者の行為による傷病届）を適正に行うため。

事務・業務の根拠法
令等

高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

後期高齢者医療第三者求償者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成20年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月24日
番号法別表1の項番 59 番号法主務省令の条項号 第46条第1号
番号法別表1の事務
名

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

一　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）による被保険者に係る申請等（申請、届出
又は申出をいう。以下この号において同じ。）の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対
する応答に関する事務

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村後期高齢者医療に関する条例

条例等改正の必要性 有
条例等の改正内容 玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性 なし
番号法対応方針等 条例改正は、平成27年度下半期に実施。

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 大竹絵美子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
本人から収
集

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

福島県後期
高齢者医療
広域連合

第1号（法
令又は条
例）

高齢者の医
療の確保に
関する法律

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030026
事務の名称 後期高齢者医療葬祭費支給事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 後期高齢者医療被保険者死亡に係る葬祭を行った者に葬祭費を適正に支給するため。

事務・業務の根拠法
令等

高齢者の医療の確保に関する法律

個人情報の対象者の
範囲

後期高齢者医療被保険者及び喪主

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成20年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月27日
番号法別表1の項番 59 番号法主務省令の条項号 第46条第3号
番号法別表1の事務
名

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

三　高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村後期高齢者医療に関する条例

条例等改正の必要性 有
条例等の改正内容 玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 広域連合標準システム 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等 条例改正は、平成27年度下半期に実施。

個人情報ファイル名 広域連合標準システム

添付書類名 会葬礼状または葬儀の領収書の写し

入力者名 大竹絵美子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105030027
事務の名称 後期高齢者医療保険料賦課・徴収事務
部　署 村長　健康福祉課　国民健康保険係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 保険料の賦課、収納、還付及び更正を行うため。

事務・業務の根拠法
令等

高齢者の医療の確保に関する法律　地方税法　福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
玉川村後期高齢者医療に関する条例

個人情報の対象者の
範囲

後期高齢者医療被保険者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成20年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月24日
番号法別表1の項番 59 番号法主務省令の条項号 第46条第6号
番号法別表1の事務
名

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

六　高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関す
る事務

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

玉川村後期高齢者医療に関する条例

条例等改正の必要性 有
条例等の改正内容 玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の申請書記載内容に個人番号を追記

システムの名称 広域連合標準システム、事務支援シス 外部との電子計算組織の結合 有
システム委託業者 （株）福島情報処理センター システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等 条例改正は、平成27年度下半期に実施。

個人情報ファイル名 広域連合標準システム、事務支援システム

添付書類名 被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書等　在所証明書等（減免申請）

入力者名 大竹絵美子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/

外部
1 ○ 個人情報の

収集方法
本人 本人から収

集
本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

税務課 第1号（法
令又は条
例）

高齢者医療
の確保に関
する法律

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

転入前の市
町村（所得
照会を行う
場合）、福
島県後期高
齢者医療広
域連合

第1号（法
令又は条
例）

高齢者の医
療の確保に
関する法律

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴

26 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 所得・収入

27 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 資産状況

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等

36 ○ 一般的取扱
事項

心身 障害

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄

42 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 婚姻

43 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 居住状況


